
　人口減少・少子高齢化の進展や国際競争の激化、人
手不足など、中小企業・小規模事業者・中堅企業を取
り巻く事業環境は厳しさを増しており、足下では生産
性が低迷し人材確保や事業の持続的発展に懸念が存在
している。特に、中小企業の生産性は大企業と比べて、
二分の一程度となっており、その格差が拡がっている。
（第Ⅲ-5-4-1 図）
　そこで、必要となるのが中小企業の生産性や収益力
を正面から捉えた仕組みである。産業構造も、サービ
ス産業化の波によって、大きく変わっている。サービ
ス産業は、雇用の七割を支え、地方では、飲食業や医
療や介護が主要な産業となっている。一般的に、海外
と比べても生産性が低い状況にあるため、いかに「稼
ぐ力」を高められるかが問題となる。中小企業・小規
模事業者等の生産性向上を支援することにより、海外
展開も含め、将来の成長・発展のための経営強化（「稼

ぐ力」の強化）を図ることが必要であり、経済産業省
では、以下に記載する中小企業等経営強化法を軸に
ローカル企業の生産性向上に取り組んでいる。

　平成 28 年 7 月 1 日に中小企業等経営強化法を施行
した。本法では、事業所管大臣は、基本方針に基づき、
事業分野ごとに経営力向上の方法等を示した「事業分
野別指針」を策定する。中小企業・小規模事業者等は、
事業分野別指針に沿って、顧客データの分析を通じた
商品・サービスの見直し、IT を活用した財務管理の
高度化、人材育成等により経営力を向上して実施する
事業計画（「経営力向上計画」）について、国の認定を
得ることができる。認定事業者は、固定資産税の軽減
措置や低利融資等の金融支援措置を受けることができ
る。同時に、商工会議所、商工会、地域金融機関といっ
た地域の支援機関が、中小企業・小規模事業者の取組
を促すなど支援を行う（第Ⅲ-5-4-2 図）。
　平成 29 年度税制改正では、固定資産税の軽減措置
について、これまで対象設備が機械装置に限定されて
いたが、サービス業を含めて幅広い業種が利用できる
よう一定の器具備品、建物附属設備等にも対象を拡大
するとともに、法人税においても、即時償却の対象を

拡大する「中小企業経営強化税制」を創設した（第 
Ⅲ-5-4-3 図）。これらの施策により、中小企業の生産
性向上につながる設備投資を後押ししていく。

ローカル企業の生産性向上第４節

1．背景

2．中小企業等経営強化法の創設

第Ⅲ-5-4-1 図　大企業と中小企業の生産性格差

資料：�財務省「法人企業統計年鑑」から引用。
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第Ⅲ-5-4-2 図　中小企業等経営強化法のスキーム

経営力向上計画

申請事業者
中小企業・小規模事業者

中堅企業

申請を
サポート

事業分野別
経営力向上推進機関

申請 認定

主務大臣
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例
・商工会議所・商工会・中央会
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【代表的な業種における主務大臣（例）】
製造業、卸・小売業　　：経済産業省
旅館・運輸業　　　　　：国土交通省
医療・介護・保育業　　：厚生労働省
農林水産業、食品製造業：農林水産省

【支援措置】
生産性を高めるための機械装置を取得した場合、

3 年間、固定資産税を 1/2 に軽減
計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援※推進機関において、人材育成を行う場合には、労

働保険特会からの支援を受けることが可能。

※事業分野別指針が策定されてない分野においては
基本方針に基づいて申請が可能。

資料：�経済産業省作成。

第Ⅲ-5-4-3 図　中小企業等経営強化法に基づく税制措置の概要
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生産性向上設備（A類型）
生産性が年平均 1％以上向上

【固定資産税の特例】
3 年間半分に軽減
生産性が年平均
1％以上向上

投資利益率 5％以上のパッケージ投資
収益力強化設備（B類型）

拡充
（平成 29 年 4 月 1 日～）

【中小企業経営強化税制】
即時償却又は税額控除 10％（※7％）

※を付した部分は、資本金 3,000 万円超 1 億円以下の法人の場合

地域・業種を限定した上で

拡充
（平成 29 年 4 月 1 日～）

【中小企業投資促進税制（中促）】
30％特別償却又は税額控除 7％

※30％特別償却のみ適用

【商業・サービス業活性化税制】
30％特別償却又は税額控除 7％

※30％特別償却のみ適用

を付した部分は、経営力向上計画の認定が必要

資料：�経済産業省作成。
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